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第１章  計画の基本的な考え方  

１ 計画策定の背景 

北斗市では、障がいのある方が安心して暮らせるまちづくりを目指す上での基盤となる、障害

福祉サービス等の方向性を明らかにするものとして、国の基本指針に基づき、令和３年３月に「第

６期北斗市障がい者福祉計画」及び「第２期北斗市障がい児福祉計画」を策定し、障害福祉サー

ビス等に関する提供体制等の確保・充実に取り組んできました。 

 

国では、発達障害者支援法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（以下「障害者総合支援法」という。）や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以

下「障害者差別解消法」という。）の改正など、法令面の整備により障がい者施策を充実させてき

ました。 

障害者総合支援法は、平成２８年に障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるような支

援や障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応、サービスの質の確保・向上に向け

た環境整備を行うため、令和４年に障がい者等の地域生活や就労の支援の強化等によって、障が

い者等の希望する生活を実現するため、それぞれ改正されました。 

また、住民ニーズの多様化や抱える課題の複雑化、専門性の高い課題など、地域では様々な課

題が存在しており、それぞれに合った障害福祉サービス等の提供やきめ細やかな支援が求められ

ています。 

 

このような国の障がい者施策の動向や、北斗市の障がい者の現状と課題を踏まえるとともに、

「第６期北斗市障がい者福祉計画」及び「第２期北斗市障がい児福祉計画」で定めた目標値及び

サービス見込量の進捗状況等の分析・評価を行ったうえで、より障がい者等のニーズや地域資源

などの現状に即した取組の課題を整理・検証し、国の基本指針及び近年行われた障がい者制度

改革を基に「第７期北斗市障がい者福祉計画」及び「第３期北斗市障がい児福祉計画」を策定す

るものです。 
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２ 近年の法制度の動き 

■障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行 

（平成23年6月制定、平成24年10月施行） 

国や地方公共団体、障がい者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課

すとともに、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務が課された。また、市

町村の部局又は施設に、障がい者虐待対応の窓口等となる「市町村障がい者虐待防止センター」が設置され

た。 

 

■障害者差別解消法の施行 

①（平成25年6月制定、平成28年4月施行） 

障がいを理由とする不当な差別的取扱いによる権利利益の侵害を禁止するとともに、行政機関等に社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障

がい者の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を提供する義務が定められた。 

②（令和３年５月制定、令和６年4月施行） 

障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携強化を図るほか、障がい

を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることが規定された。 

 

■障害者の雇用の促進等に関する法律の改正 

① 平成25年6月制定、平成28年4月（一部平成30年4月）施行 

雇用分野での障がい者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供義務が求められるとともに、平成30年度

から障害者法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加えることが規定された。 

② 令和元年6月制定、令和2年4月施行 

障がい者の雇用を一層促進するため、障がい者の活躍の場の拡大に関する措置や、国及び地方公共団体

での障がい者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることが規定された。 

③ 令和４年12月制定、令和５年４月施行 

障害者雇用における事業主の責務としての職業能力の開発および向上に関する措置、有限責任事業組合

（LLP）算定特例の全国展開、在宅就業支援団体の登録要件緩和、精神障害者である短時間労働者の雇用

率算定にかかる特例の延長（省令改正）が規定された。 

④ 令和４年12月制定、令和６年４月施行 

週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例、障害

者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し、納付金助成金の新設・拡充等が規定された。 

 

■成年後見制度利用促進法の施行 

（平成28年4月制定、同年5月施行） 

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域で成年後見人となる人材の確保、関係機関等

による体制の充実強化などが規定された。 
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■発達障害者支援法の改正 

（平成28年6月制定、施行） 

発達障がい者の支援の一層の充実を図るため、切れ目のない支援や相談体制の整備（保健、医療、福祉、教

育、労働等に関する関係機関及び民間団体相互の連携の必要性）などが規定された。 

 

■障害者総合支援法の改正 

①（平成28年6月制定、平成30年4月施行） 

障がい者が、自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や

高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、サービスの質

の確保・向上を図るための環境整備を行うことが規定された。 

②（令和4年12月制定、令和6年4月施行） 

障がい者等の希望する生活を実現するため、障がい者等の地域生活や就労の支援の強化等が規定された。 

 

■児童福祉法の改正 

①（平成28年6月制定、平成30年4月（一部平成28年6月）施行） 

障がい児支援のニーズの多様化（重度の障がい児、医療的ケア児など）にきめ細かく対応するための支援

の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備を行うことが規定された。 

②（令和４年6月制定、令和６年４月施行） 

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状

況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等が規定された。 

 

■障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行 

（平成30年6月制定、施行） 

障がい者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化活動を通じた障が

い者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的として制定された。 

 

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正 

（平成30年5月制定、同年11月（一部平成31年4月）施行） 

高齢者、障がい者、子育て世代など、全ての人々が安心して生活・移動できる環境を実現することを目標と

して、バリアフリー化の取組の実施に当たり、「社会的障壁の除去」「共生社会の実現」に資する旨を明記した。 

 

■視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の施行 

（令和元年6月制定、施行） 

視覚障がい者等（視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障がいにより、書籍について、視覚による表現の認

識が困難な者）の読書環境を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわらず全ての国民が等しく読

書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を目指すことを目的として制定された。 

 

■医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行 

（令和３年6月制定、９月施行） 

医療的ケア児を子育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族

の離職を防止することを目的として制定された。 
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■障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 

（令和４年５月制定、施行） 

すべての障がい者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎

通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、

共生社会の実現に資するために制定された。 

 

３ 計画の位置づけ 

（１）障がい者福祉計画 

障がい者福祉計画とは、障害者総合支援法第 88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」とし

て、北斗市での障害福祉サービス、相談支援体制及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関し

て定める計画です。 
 

 

 

（２）障がい児福祉計画 

障がい児福祉計画とは、児童福祉法第 33 条の 20 の規定に基づく「市町村障害児福祉計画」と

して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児

相談支援の円滑な実施に関して定める計画です。 

「市町村障害児福祉計画」は、「市町村障害福祉計画」と一体のものとして作成することができると

されています。 
 

 

 

（３）他計画との関係 

この計画は、国の及び道の基本方針を踏まえるとともに、「第２次北斗市総合計画」を上位計画と

し、「北斗市地域福祉計画」、「北斗市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「北斗市子ども・子

育て支援事業計画」等との整合性を考慮し策定するものです。  

障害者総合支援法 第 88 条 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑

な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

児童福祉法 第 33 条の 20 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所

支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定め

るものとする。 

児童福祉法 第 33 条の 20 第 6 項 

市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88 条第 1

項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 
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４ 計画の対象とする障がい者の範囲 

本計画の対象となる「障がい者」及び「障がい児」とは、障害者総合支援法第４条の定義のとおり

です。 

・身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18歳以上である者 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第１項に規定する精神障害者（発達障害者支

援法(平成 16 年法律第 167 号)第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉

法にいう知的障害者を除く。）のうち 18歳以上である者 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の

程度が厚生労働大臣が定める程度である者で 18 歳以上である者 

・児童福祉法第４条第２項に規定する障害児 

 

５ 計画の期間 

市町村障がい者福祉計画は３年を１期として作成することを基本としつつ、市町村が地域の実

情等によって柔軟な期間設定が可能となっています。 

本市では上記を踏まえ、計画期間を令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

令和 

 3年度 

令和 

 4年度 

令和 

 5年度 

令和 

 6年度 

令和 

 7年度 

令和 

 8年度 

令和 

9年度 

令和 

 10年度 

令和 

11年度 

第 6期障がい者福祉計画 第 7期障がい者福祉計画 第 8期障がい者福祉計画 

第 2期障がい児福祉計画 

第 5期障がい者福祉計画 

第 5期障がい者福祉計画 

第 3期障がい児福祉計画 

 

第 4期障がい児福祉計画 

 
 

 

６ 計画策定の体制 

本計画の策定に当たっては、障がい者及び障がい児の福祉に関する事業所、障がい当事者団体、

ボランティア団体、校長会、町会連合会、民生委員児童委員連合会、社会福祉協議会等の代表者で

構成された、北斗市障がい者福祉計画策定委員会を設置し審議を重ねました。 
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７ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について 

ＳＤＧｓ（エス ディー ジーズ）とは、2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals）」のことで、2030年までに達成する 17の目標と 169

のターゲットで構成され、「誰一人取り残さない」ことを理念とした国際社会共通の目標です。ＳＤＧｓ

は発展途上国だけでなく、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、自治体においても地方創生

を推進するため、その達成に向けた推進が求められています。 

本市においても、「誰一人として取り残さない」という包括的な視点のもと、全ての人の平等かつ

公平な社会参画をめざし、取組を進めていきます。 

 

 

８ 重層的支援体制整備事業について 

重層的支援体制整備事業とは、地域共生社会の実現に向けた具体的な手法であり、令和３年４

月の社会福祉法改正により位置付けられた市町村が取り組む任意事業です。これにより市町村は

包括的な支援体制の充実を図ることが必要となりました。 

市町村が行っている既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障がい・高齢・生

活困窮といった分野別の相談支援体制では対応しきれないような「地域住民の複雑化・複合化した

支援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくり

に向けた支援」を一体的に行う「重層支援体制」を構築し、推進していきます。 

重層的支援体制整備事業は障がい福祉の分野にも関わりのある事業であり、本計画の中でも、

重層的支援体制の整備等の視点を保ちながら関連事業を位置づけ、障害福祉サービス等との効果

的な連動を図ることで、北斗市全体の福祉の向上をめざすものとします。 

 

 

 

  


